
＜参考様式９＞

№：

平成　　年　　月　　日

御中

納　　期：

　　　　　　 ご注文金額　計 円
　　　　　　　（消費税額　　　　　　　　　　　　　円を含む）

数　　量 単位 単　　価 金　　額

小　　計

消費税等

合　　計

注　文　請　書

貴社ご注文書№　　　に付下記のとおり、お請けい
たします。

品　　　　名

[件　　　名]

＜特記事項＞

社印 

 
 
  収入印紙 



　１１．甲または乙による本契約上の義務違反により相手方が損害を被った場合、損害を被った当事者は
　　相手方に損害賠償を請求することができる。但し、損害賠償の範囲は通常生ずべき損害とし、契約金
　　額を上限とする。

　１２．本契約の解釈およびその他の事項に付生じた疑義や、本注文請書に記載のない事項については、
　　甲乙誠意をもって協議し、誠実にその解決にあたるものとする。

　６．契約物品に何らかの瑕疵が発見された場合、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものである場合、乙は当
　　該瑕疵を無償で修補するものとする。なお、担保期間は、契約物品の所有権移転の日から起算して１年
　　間とする。

　７．乙は、納入完了後、契約金額に関する請求書を甲に交付するものとし、甲は当該請求書到着後一定
　　の期間内に乙に対して契約金額を支払うものとする。

　８．乙は、甲の責に帰すべき事由により、支払期限までに甲が乙に支払うべき契約金額の全部または一
　　部が支払われなかった場合、その遅延日数に応じ、遅延している契約金額に対し年１４．６％の割合で
　　計算した金額を、支払い遅延利息として甲に請求できるものとする。

　９．乙は、納期までに契約物品の納入を完了することができないと見込まれるときは、直ちに、その理由、
　　納入予定日等を書面により甲に通知し、納入の延長に付甲と協議をするものとする。

　１０．甲および乙は、正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき、その
　　他本契約を継続できないと認められる相当の事由があるときは、何らの通知または催告を要せず、直ち
　　に本契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができる。

　１．注文者（以下　甲という）と注文請者（以下　乙という）は、甲が乙に交付した平成２６年７月　　日付注文
　　書および本注文請書により成立する売買契約（以下　本契約という）の本旨に則り、乙は本注文書記載の
　　物品を甲に売渡し、甲はこれを買受けるものとする。

　２．甲および乙は、相手方に対して有する権利または相手方に対して負う義務の全部または一部を第三者
　　に譲渡し、継承させ、または担保に供してはならない。

　３．甲は乙の事前の書面による承諾なくして、法令等に基づく場合を除き、本契約の存在および内容を第
　　三者に開示してはならないものとする。

　４．甲は、乙から契約物品が納入された後遅滞なく受入れ検査を行い、合格であると認められた場合は納
　　入が完了した旨を乙に書面により通知するものとする。

　５．契約物品の所有権は、納入完了をもって乙から甲に移転するものとする。

＜注文請書条件＞
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